
平成２９年度１２月補正予算案（追加議案）の概要 

 

 

１．予算編成の基本的な考え方 

今回の補正予算は、人事院勧告に基づく職員給与費等と台風による災害復旧に

要する経費を計上するもの 

 

 

２．補正予算の規模 

   （単位：千円） 

区     分 補正前の額 補正額 補正後の額 備 考 

※ 一 般 会 計 17,105,896 23,262 17,129,158  

特 

 

別 

 

会 

 

計 

 市 立 診 療 所 等 39,203 － 39,203  

 
農 林 業 者 労 働 

災 害 共 済 
4,515 － 4,515  

※ 国 民 健 康 保 険 4,339,870 283 4,340,153 職員給与費 

※ 介 護 保 険 5,584,312 613 5,584,925 職員給与費 

 後 期 高 齢 者 医 療 568,885 － 568,885  

 駐 車 場 25,542 － 25,542  

※ 簡 易 水 道 536,642 189 536,831 職員給与費 

※ 下 水 道 事 業 2,433,911 569 2,434,480 職員給与費 

※ 地 域 排 水 事 業 727,328 187 727,515 職員給与費 

※ 住宅・工業団地事業 83,469 0 83,469 職員給与費等 

計 14,343,677 1,841 14,345,518  

公

営

企 

業

会

計 

※ 上 水 道 事 業 1,325,286 552 1,325,838 職員給与費 

※ 病 院 事 業 6,957,715 100 6,957,815 職員給与費 

計 8,283,001 652 8,283,653 

 

合     計 39,732,574 25,755 39,758,329 

 

※印は今回補正分 

 

 

 



３．【議第１４１号】一般会計補正予算（第６号）の主な内容 

（カッコ内：補正額） 

○【追加】職員給与費（１６，４４５千円） 

人事院勧告に基づく職員給与費等 

    

○【継続】現年発生農地等災害復旧事業費（４，１４１千円） 

台風１８号により被害を受けた農地、農業用施設の復旧を行うもの 

  （内 容）：農地１件（上原町）１，３１３千円 

        農業用施設１件（白道路町）２，８２８千円 

 

○【新規】墓地災害復旧事業補助金（４５０千円） 

台風２１号により被害を受けた共同墓地の復旧に対し補助を行うもの 

  （内 容）：共同墓地１件（上八田町） 補助率１/３ 

 

 

４．特別会計補正予算の内容 

 

○【議第１４２号】国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

補正額 ２８３千円（補正後の額⇒ ４，３４０，１５３千円） 

  職員給与費 

 

○【議第１４３号】介護保険特別会計補正予算（第３号） 

補正額 ６１３千円（補正後の額⇒ ５，５８４，９２５千円） 

  職員給与費 

 

○【議第１４４号】簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

補正額 １８９千円（補正後の額⇒ ５３６，８３１千円） 

職員給与費 

 

○【議第１４５号】下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

補正額 ５６９千円（補正後の額⇒ ２，４３４，４８０千円） 

職員給与費 

   

○【議第１４６号】地域排水事業特別会計補正予算（第３号） 

補正額 １８７千円（補正後の額⇒ ７２７，５１５千円） 

職員給与費 

 

○【議第１４７号】住宅・工業団地事業特別会計補正予算（第２号） 

補正額 ０千円（補正後の額⇒ ８３，４６９千円） 

職員給与費等（歳出内容の組替え） 



５．公営企業会計補正予算の内容 

 

○【議第１４８号】上水道事業会計補正予算（第２号） 

補正額 ５５２千円（補正後の額⇒ １，３２５，８３８千円） 

職員給与費 

 

○【議第１４９号】病院事業会計補正予算（第２号） 

補正額 １００千円（補正後の額⇒ ６，９５７,８１５千円） 

職員給与費 


